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日本裁判所書記官協議会
平成21年5月29日（金）午後6時
ホテルルポール麹町
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イ法改正後の書記官事務の状況について

（3）家事関係

ア最近の家事事件の動向，書記官事務の状況等について

イ成年後見関係事件における書記官事務の状況について

ウ家事手続案内の実情等について

（4）少年関係

ア最近の少年事件の動向書記官事務の状況等について

イ法改正後の書記官事務の状況について

（ｱ）審判傍聴制度関係

（ｲ）審判状況説明制度関係

（5）書記官の職務意識の重要性について

3書記官の給与上の諸問題等について

(1)書記官全体の処遇について

（2）級別定数関係について

ア 7級関係

イ 6級以下関係

ウ官職増設関係

4書記官の任用上の問題について

(1)書記官任用試験及び主任書記官選考について

（2）書記官の任用政策について

ア主任書記官等のポストの増設について

イ書記官の専門分野ごとの育成・配置について

（3）再任用の実施状況等について

ア再任用の実施状況について

イ他官庁への出向状況等について

（4） 産前・産後休暇，育児休業制度における代替要員の確保について

5 メンタルヘルスについて

6情報政策課と書記官事務について

(1)民事裁判事務支援システムについて

（2） 刑事裁判事務支援システムについて

（3） 期日進行管理プログラムについて

(4)Web閲覧権限の付与について

(5) J ･NETボータルについて

（6）統計報告について
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篠原事務局長

本日は,お忙しい中を, 日本裁判所書記

官協議会のために御出席いただきまして，

誠にありがとうございます｡

ただ今から座談会を始めさせていただき

ます。

開催に当たりまして，中村会長から，ご

あいさつを申し上げます。

中村会長

本日は，大変御多忙の中， この座談会に

総務局から安東第一課長，氏本第二課長，

上田第三課長，人事局から大竹給与課長，

岸野参事官,情報政策課から岡部参事官に

御出席いただきました。貴重な時間を割い

ていただきまして誠にありがとうございま

す。また， 日ごろから日本裁判所書記官協

議会の活動に御理解とお力添えをいただい

ておりますことに対しまして厚くお礼申し

上げます。
，ヘ

さて， この座談会は， 日本裁判所書記官

協議会に組織が変わってからは5回目です

が,富士見同窓会と統合すiる前の全国裁判

所書記官協議会当時から開催されておりま

し‘て，その第1回は，昭和45年だったよう

ですので， 40年近くの歴史を持っているこ

とになります｡当時の会報を見てみますと,

｢主任書記官の官職名の変更」とか「書記

官の退職後の進路開拓」などをテーマとし

て意見交換がなされておりました。随分と

時代が違うなという感じがいたします。

最近の裁判所書記官を巡る情勢は，当時

と比較すると大きく変化しています。特に

ここ,0年間の司法制度改革に端を発する各

種の法制度の改正や新たな法律の制定は，

書記官事務に大きな影響を与え，その変化
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中村会長

には著しいものがあります。

先週始まったばかりの裁判員裁判はもち

ろんのこと，平成10年の民事訴訟法の大改

正，平成12年に始まった犯罪被害者の公判

傍聴への配慮や記録の閲覧謄写,平成13年

に始まったいわゆるDV事件，平成15年か

ら始まった少額訴訟，平成I7年からの医療

観察事件，平成18年からの労働審判事件，

数次にわたる少年法,少年審判規則の改正，

昨年暮れに始まった刑事裁判への被害者参

加制度，損害賠償命令制度と少年審判にお

ける被害者傍聴，審判結果の説明等々主な

ものだけでも枚挙に暇がありません。

これらの法改正等によって,書記官が，

当事者や裁判所を訪れる国民,と直接に接す

る機会や多くの関係諸機関と連絡調整する

機会は，格段に広がりました。

従前から書記官に求められてきた幅広い

法律実務知識や高い事務処理能力に加え

て，国民，市民の視線を意識した仕事の在

り方，当事者の考えや気持ちを推察する能

力，交渉力，困難な対応場面における問題

解決能力などが， これまで以上に求められ

るよ､うiになっています。

ところで，今年は裁判所書記官制度の確

可立から60年という節目の年でもあります。

日本書協では，この区切りの年に，一度原
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本日の座談会は，全国の多くの会員が関

心を持っている事項を中心に，現在，事務

総局各局課において，企画，検討，実施さ

れておられる，書記官に関わる政策につい

て色々とお話をお聴かせいただきたいと考

えてお､ります。

どうぞよろしくお願いいたします。

簡単ですが， これをもちまして開会のあ

いさつとさせていただきます。

篠原事務局長

座談会に入らせていただきます。

これからの進行は，千葉企画調査部長が

担当しますので， よろしくお願いします。

千葉企画調査部長

進行役を務めさせていただきます。進行

は，テーマの順に進めて．いきたいと思い

ます。

点に立ち返って裁判所書記官の職務の在り

方について議論してみることが大切だと考

え，その試みとして， 3月に全国18支部か

ら20人の会員に集まってもらい， 「これか

らの裁判所書記官について」というテーマ

で座談会を実施しました。出席者の担当職

務は民事，刑事，家事，少年とすべての分

野にわたっておりましたし，官職も書記官

から首席書記官まで，書記官経歴も2年か

ら25， 6年と非常にバラエティに富んだメ

ンバーでの座談会となりました｡ここでは，

最近の大きな状況の変化を踏まえて,今後，

書記官が仕事をしていく上では,先に述べ

たような国民，市民に視線を合わせた意識

改革の必要性，折衝力， コミュニケーショ

ン能力などの対人対応能力を高める必要性

を指摘する意見が，職域・官職を問わず多

くの出席者から語られていました。

このように書記官にとって記念すべき大

切な時期に，誠に残念なことではありま

すが，昨年暮，これまで長い時間をかけて

多くの先輩が営々として築いてきた裁判所

書記官に対する評価や信用を大きく失墜さ

せ， さらには裁判所の組織全体に対する信

頼をも傷つける事件が発生しました｡‘

裁判所の内外から信頼され,職業倫理面

でも高く評価されていると自負してきた私

たち書記官にとって極めて衝撃的な出来事

でした。信用，信頼を回復するのは容易な

ことではありませんが，全国の書記官一人

一人が，これまで以上に高い職業倫理やコ

ンプラ､イアンスを意識した仕事の在り方を

真剣に考え，堅実な事務を着実に積み重ね

ていくことが必要であると痛切に感じてい

るところです。

ー肖

、

I

1 書記官事務に関する最近の動

向について

（'）裁判員制度について

千葉企画調査部長

裁判員制度に関する準備状況，書記官事

務に及ぼす影響等について，お聞かせくだ

さい。

安東総務局第一課長

ア準備状況について

‐5月2旧，裁判員法が施行されま

した。同日以降,-起訴された事件が

裁判員裁判の対象となりますので，

実際の裁判員の選任手続及び裁判員

が参加した審理，評議が実施される

のは， 7月中旬以降になるものと思

われます。裁判員裁判に向けた人的

態勢の整備に関しては，昨年8月1
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座談会

日，裁判員候補者名簿の調製や裁判

員候補者への通知・調査等裁判員及

び補充裁判員の選任に関する訟廷事

務をつかさどる裁判員調整官が新設

され，その下に裁判員係が設置され

たところです｡裁判員係の事務は，

裁判員候補者からの問い合わせに関

する事項や呼出しに関する事項など

高度な法律知識や書記官としての実

務経験を要する事務が含まれること

から,その長である裁判員係長には，

書記官を充てることとされました

(東京地裁及び大阪地裁については，

裁判員第一係長)。各庁において,は，
・ ノ．

昨年度の運用状況も踏まえ， ′その実

情に応じた裁判員調整官及び裁判員

係の職務のあり方が検討され，制度

の円滑な実施のための態勢づくりが

行われたものと考えます。

また，資料整備等については，こ

れまでに裁判員裁判に関する執務資

料が発出されたほか，関連通達につ

いては，裁判員法上の請求，申立て

等の立件手続を定めた受付分配通達

の改正通達や，裁判員等選任手続関

係書類等の編てつ箇所を定めた刑事

訴訟記録編成等通達の改正通達等が

発出されています。

さらに，裁判員の職務の的確な遂

行を確保するために作成される裁判

員法65条1項の記録媒体への記録等

に関する事務の取扱いについて，事

件記録に準じた取扱いを定めた通達

が新たに発出されています。

平成20年7月8日及び9日と平成

ご ●｡

ゴ

F

I
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ご

１
１

‘ 安東総務局第一課長

21年2月23日及び24日の2回にわた

り裁判所職員総合研修所において，

裁判員等選任手続事務を検討テーマ

の中心とした刑事特別研究会が実施

されるなどの様々な研修も実施され

ｰました。

これにより，書記官事務に関する

人的態勢や関連通達の整備等裁判員

裁判の円滑な実施に向けた準備が

整ったものと考えておりますが列今

後は，実際の運用状況を見ながら，

裁判員制度の定着に向け， よりよい

態勢づくりのための検討を継続して

いく必要があるものと考えます。

イ書記官事務に及ぼす影響等につ

いで

【選任手続期日前】

［裁判員候補者等からの問い合わせ

‐対応］

昨年11月下.旬，裁判員候補者と

なった方々に名簿記載通知が送付さ

れました。名簿記載通知を受けた裁

判員候補者からの電話による問い合

わせ対応業務については，外部業者

に委託し，期間限定の裁判員候補者

専用コールセンターを設置したとこ

ろですが，調査票回答票の訂正の申

~~、
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会報書記官『第勿号

出や障害者等からの点字翻訳・手

話通訳等の個別相談等コールセン

ターでは対応が困難な問い合わせに

ついては， コールセンターから転送

され，各庁の刑事訟廷の裁判員係が

中心となって対応してきたことと思

います。

また， コールセンターからの転

送案件だけでなく，裁判員候補者

になったことにより不安を持った

方々からの質問等が直接寄せられる

こともあったかと思います。

このように様々な不安を抱えた裁

判員候補者の方々に対し，裁判員係

の書記官を中心として，裁判員制度

の趣旨やその意義を適切に説明し，

裁判員の果たす役割を御理解いただ

き，少しでも不安を解消していただ

けるような対応を心掛けることが求

められています。

[呼出手続等］

裁判員等選任手続においては,地

方裁判所は，裁判員候補者名簿の中

から，当該事件の裁判員候補者を選

定して，選定録を作成し， これに基

づいて裁判員候補者一覧表を受訴裁

判所に交付します。その上で，受訴

裁判所では，定型的辞退事由該当者

等については呼び出さない措置をと

るなどして，呼出しを行うべき残り

の裁判員候補者に呼出状及び事前質

問票を送達するほか，返送された事

前質問票に対する回答に基づいて，

呼出しの取消しや追加呼出し等の手

続を行うこともあります。

このように， これらの呼出手続に

関する一連の手続には，司法行政事

務と裁判事務が混在す,るものであ

り，受訴裁判所の書記官と裁判員係

において適切な役割分担を行うこと

が，円滑な呼出手続に必要不可欠で

あると考えます。

【選任手続期日】

裁判員等選任手続期日において

は，裁判員候補者の受付及び本人確

認，オリエンテーションによる手続

の説明，裁判員候補者に対する質問

手続,旅費・日当の支給手続の説明，

裁判員等に選任された方々への宣誓

手続等の説明，選任されなかった

方々への説明等多種多様な手続が行

われます。これらのすべての手続に

ついて,書記官が中心的役割を担う

ことになりますが，円滑，迅速な選

任手続を行うには，受訴裁判所の書

記官と裁判員係の役割分担が重要で

あることはもちろん，総務課や会計

課等の事務局部門との連携態勢の構

築も必要不可欠であると考えます。

また，選任手続に関与する書記官

は，裁判員候補者の多くが初めて接

する裁判所職員であり，対応のいか

んによっては，裁判所に対する信頼

を損なうばかりか，裁判員制度その

ものに対する評価を左右する結果に

なりかねないことから，書記官には

接遇面における適切かつ柔軟な対応

が強く求められます。

【公判手続】

裁判員裁判における公判手続は，

一、
、

1

、

一ノ
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裁判員の負担軽減の観点から，連日

的開廷による審理が行われ，結審後

も速やかに評議・判決の宣告が行わ

れます。これに対応するため，刑訴

法等の改正により公判調書の整理期

限の伸長や調書未整理の場合の措置

が定められたこと，裁判員規則等の

改正により選任手続調書や公判調書

への録音体の引用ができるように

なったことなど，公証官たる書記官

の本来的職務である調書作成事務の

合理化が図られたことは記憶に新し

いことと思います。しかし, このよ

うな合理化が図られたからといっ

て，書記官の役割が低下するわけで

はなく，各手続が適正に行われたこ

とを公証するという公証官としての

書記官の重要性に何ら変わりはあり

ません◎

なお，連日的開廷に伴い，書記官

の負担軽減の観点から，複数の書記

官が交替で審理に立ち会うなどの対

応が想定されますが， この場合，書

記官相互の事件情報の共有化や未整

理の事件記録の適切な取扱い等的確

｛ な事務処理が求められています。

また， 「目で見て，耳で聞いてわ

かる審理」を実現するため，プレゼ

ンテーションソフトや書画カメラ等

IT機器を駆使した審理が行われま

す。さらに，裁判員め職務の的確な

遂行を確保するため,証人尋問等の
・ ノ

状況を音声及び映像で記録できるよ

う音声認識システムも導入されまし

た。プレゼンテーションソフトや書

’画カメラ等のIT機器を利用した場

合の調書への記載方法については，

昨年度に高裁所在地の地裁にアン

ケート調査の協力を依頼し，その成

果物として，裁判員裁判における公

判手続が始まる夏ごろまでには，記
載例等を御紹介する予定です。

（2）書記官事務の環境整備について’

千葉企画調査部長

音声認識システムの導入，今後の研究開

発について，お聞かせください。

氏本総務局第二課長

ア音声認識システムの導入，今後の

研究開発について

裁判員裁判では， 目で見て，耳で

聞いて分かる審理が連日的に行わ

れ，審理の後その記憶が鮮明なうち

に速やかに評議が行われることか

ら，逐語調書等の紙ベースの情報に

よって証言内容を逐一確認する必要

性は低く，むしろ，裁判員裁判に求

められるのは，評議において，一般

人である裁判員等が法廷における証

言内容を確認する必要が生じた場合

に，映像・音声によって迅速に証言

内容準認することのできるツール
であると考えられます。

そこで，音声認識システムについ

ては,当面,裁判員裁判での利用を

念頭に置き，裁判員裁判の評議にお

いて証言内容を迅速に確認する機

能，具体的には，音声認識システム

により得られた認識結果（文字デー

夕)を映像・音声データとリンクさ

せるこ･とによって，認識結果をいわ
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に利用してもらうなどして，実際の

裁判員裁判での運用に備えてきてい

ただいたところです。

ところで，裁判員裁判において，

検察官及び弁護人に証人尋問等の

結果を踏まえた適切な訴訟活動を

行ってもらうことは裁判員裁判の

円滑な進行，審理の充実に資すると

考えられることから，最終的には裁

判体の判断ということになります

が,,検察官又は弁護人から希望が出

されれば,便宜供与として，当該希

望者に対し，記憶喚起のためのツー

ルとして，音声と認識結果をリンク

させたデータを提供するとともに,

検索機能の付いた音声認識再生ソフ

トを無償供与する方向で検討してい

ます。これにより，検察官及び弁護

人においても，認識結果等を利用し

た検索を行い，証言内容を迅速に確

認することが可能となります。

また，平成21年度においても，音

声認識システムの実運用に伴い， こ

れまでの研究開発の過程では想定さ

れていなかった課題が発見され，そ

れに対処する必要が生ずることも考

えられることから，そのような課題

を抽出するとともに，認識性能の更

なる向上と操作性の向上を念頭に置

いて， より利用しやすいシステムを

実現するために研究開発を進あてい

きたいと考えています。
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氏本総務局第二課長

ぱインデックスとして利用して証言

等の中から確認に必要な部分を検索

し儲識結果のほか,時間情報や発
言者情報をクロスさせて検索するこ

とや，検索履歴を表示させ，繰り返

し再生することも可能)，当該証言

部分の映像・音声データを速やかに

再生する機能に重点を置ﾚﾑて研究開

発を進めてきたところです。これま

での研究開発によって，多くの事件

において,裁判員裁判の評議におい

ていわば検索のためのインデックス

として利用するのに支障はないレベ

ルを実現したと考えています｡また，

関西語圏では公式の場で方言が使用

される割合が他の地方と比べて最も

多いと考えられることから，導入さ

れるシステムは，関西語圏の方言に

対応したものとなっています。

音声認識ジステムは，平成21年3

月下旬までに，全国のほとんどの裁

判員裁判用法廷に設置が完了してお

り， 3月にシステムを操作する職員

等を対象に操作説明会を開催したほ

か，裁判員裁判が実施されるまでの

間，各庁において，シスァムの操作

に習熟していただくために，試験的

~、

■

、

-.._ノ

U■■■■

千葉企画調査部長

デジタル録音機の本格利用について，お

聞かせくださいb
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上田総務局第三課長

イデジタル録音機の本格利用につ

いて

デジタル録音機で録音した音声

データについては，平成21年3月ま

でバックアップ用として使用してき

たところですが，デジタル録音機を

導入してから1年が経過し，安定的

に運用されてきていると考えられる

ことから，平成21年度からは，原則

としてデジタル録音機で録音した音

声データを録音反訳業者に交付して

反訳を依頼することとし， アナログ

録音機で録音したカセットテープは

バックアップ用として使用すること．

としました。

デジタルデータを利用することに

伴う業務内容の主な変更点は録音

媒体(CFカード）から録音反訳業

者へ交付する記録媒体(CD-RW)

へのデータの移行作業が加わること

ですが，これには各部に整備した外

付けDVDドライブを使用して作業

を行います。

また，デジタル録音機で録音した

データについては，各書記官のパソ

コンで録音時間を容易に確認する~こ

とができるようになりました。そこ

で，録音反訳業者に送付する録音

データを保存するメディアを作成す

る際に，反訳の対象となる尋問，供

述部分の時間も確認してもらうこと

としました。

なお，音声認識システムで得られ
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上田総務局第三課長

は，裁判員裁判の評議におけるイン

、デックスとして利用する以外に，音

声データとともに録音反訳業者に

提供して反訳書を作成させる予定

です。

2分野ごとの書記官事務の状況

等について

、，

"－．、

（1）民事。行政関係

千葉企画調査部長

最近の民事事件の動向について，お聞か

せください。

氏本総務局第二課長

ア最近の民事事件の動向

まず，最近の民事事件の事件数の

動向ですが，平成20年の全国の新受

件数は，全体として，平成19年と比

べてやや増加しています。具体的に

は,地裁の訴訟事件（20万6952件,

前年比十約9.5％)，簡裁の訴訟事件

（57万3299件，前年比十約15.0％)，

少額訴訟債権執行事件(1065件，前

年比十約17.0%),会社更生事件(34

件，前年比十約78.9％）及び通常再

生事件（859件，前年比十約31.3％）

は，いずれについても平成19年に引

Iウ
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き続き増加しています。また，平成た認識結果（文字データ）について

53

ー－－ニ ー ■‐ －－－‐二言一 一三-二一 ＝‐ 、、==.L=
一
一
一
一
一
一
一
一

ー－町q＝－ー



§…露悪宜蕊冨塞茸漉壺毒霧露顕蕊蕊蕊蕊騒蕊燕謹蕊蕊霊………蕊燕燕謬羅露霧塞胃塞鰯一爾燕潔蕊我･･記-..H;･上1．．愚･閨．.T･:．.･･::･蕊拳騨.聴謹･；･判･蛍.::号．.:'茜

一一

会報書記官・第勿号

19年は横ばい状況にあった配偶者暴

力保護命令事件(3147件，前年比十

約13.2%)が増加し， ここ数年減少

傾向にあった不動産執行事件（6万

7201件，前年比十約224％)，債権

執行事件（12万4411件，前年比十約

8.8％)，財産開示事件（884件，前

年比十約33.3％）及び支払督促(38

万8230件，前年比十約65％）が増

加に転じています。

これに対し，破産事件（14万0941

件，前年比一約10.7％)，簡裁の特

定調停事件（10万2643件，前年比一

約50.7％）及び個人再生事件（2万

4052件,前年比一約13.1％）は減少

しています。また，保全事件（2万

0282件）は,横ばいとなっています。

このように，訴訟事件をはじめ多

くの分野で事件が増加しており，不

動産執行事件のように急増傾向にあ

る分野もあります。簡裁及び地裁の

訴訟事件の増加の原因については，

一部利息の過払金の返還請求がある

ものと考えております。訴訟事件を

含む増加している民事事件の増加理

由が，経済不況によるものかどうか

は， もう少し状況を注視する必要が

あると考えております。

上田総務局第三課長

イ配偶者暴力に関する保護命令事件

における書記官事務の状況について

ご承知のとおり， 「配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律」が平成19年に改正され，平

成20年1月ll日から施行されまし

た。この改正により，生命等に対す

る脅迫を受けた被害者に係る保護命

令，被害者への電話等を禁止する保

護命令，被害者の親族等への接近禁

止命令を発令することができるよう

になるなど保護命令制度の拡充が図

られました。

平成20年における配偶者暴力に関

する保護命令申立事件の全国の新

受件数は3147件であり，平成19年の

2779件と比べると増加しています。

また，平成20年における全国の既済

件数は3143件であり， このうち生命

等に対する脅迫のみを理由とする申

立てに係るものが519件となってい

ますので，先ほど述べた法改正の影

響により，新受件数が増加したこと

が分かります。

保護命令事件の手続における書記

官事務においては，従来から， 申立

人（被害者）を始めとする事件関係

者の心情に配慮した対応，事件関係

者に関する情報の適切な管理及び都

道府県警察や配偶者暴力相談支援セ

ンターとの連携が求められて．いると

ころ,平成21年1月27日及び28日に，

裁判所職員総合研修所において，平

成20年度民事実務（保護命令）研究

１
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千葉企画調査部長

配偶者暴力に関する保護命令事件におけ

る書記官事務の状況について，お聞かせく

ださい。
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会が開催され，保護命令手続におけ

る書記官事務の在り方が検討されま

した。同研究会では，受付相談，事

件関係者に関する情報管理，各機関

との連携などについて討議がされ，

例えば，事件関係者に関する情報管

理については，秘匿情報は記録には

綴らずに別ファイルにする，記録の

閲覧時にチェックシートを使用して

秘匿情報の有無をチェックするなど

の工夫例が紹介されました。同研究

会については，平成21年3月30日付

’ け｢平成20年度民事実務(保護命令）

研究会の結果概要について（事務連

絡)」が発出されており， また，各

庁の研究員から提出された事務処理

要領，保護命令申立書の書式等を収

録したCD-Rが研究員を通じて各

庁に配布されているので，参考にし

ていただければと思いまず。

千葉企画調査部長

民事立会部における書記官事務の状況に

ついて，お聞かせください。〈

上田総務局第三課長

ウ民事立会部における書記官事務の

状況について

民事訴訟法が施行されて10年を経

過しましたが，最近の民事訴訟は，

、 弁論準備手続を利用して争点と証拠

を整理し，口頭弁論において絞り込

まれた争点につい‘て集中証拠調べを

行う訴訟運営が定着してきておりま

す。また，平成10年から導入された

録音反訳も，実務に定着し，速記録

とともに逐語録の需要に十分にこた

えているものと考えています。そし

，て， このような訴訟運営の下では，

書記官が裁判体の窓口どして，期日
ツ ，

外準備を中心とするいわば裁判体と

の協働を意識した進行管理事務であ

るコートマネージメント事務の重要

性がますます増しています。

昨今，民事訴訟事件が増加してい

る状況にある中で，今後も，民事立

会部における書記官には，引き続

き，裁判体と十分な意思疎通を図っ

て相互の役割について共通認識を形

成した上で，公証事務が書記官の基

本であることを踏まえつつ，事案の

処理に有効な事務を行うとの目的意

識を持って，より質の高いコートマ

ネージメント事務を行うことが求め

られると考えられます。このような

観点から平成20年11月18日から20日

まで,裁判所職員総合研修所におい

て，平成20年度民事実務（訴訟）研

究会が実施され，争点整理手続の充

） 実に向けた裁判官と書記官の協働の

在り方などの討議，研究が行われま

した。

（2）刑事関係

ア最近の刑事事件の動向（犯罪被害

者保護制度),書記官事務の状況等

について

千葉企画調査部長

最近の刑事事件の動向，書記官事務の状

況等について,お聞かせください。

安東総務局第一課長

【最近の刑事事件の動向】

最近の刑事事件の事件数を見る
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会報書記官》第勿号

と，平成19年の刑事訴訟事件の新受

件数は，高裁が8186人, .地裁が9万

7828人，簡裁が56万9424人（うち略

式事件数は55万5246人）でしたが，

平成20年は,高裁が7805人（前年比

一約4.7％)，地裁が9万3568人（前

年比一約4.4％)，簡裁が47万8950人

(前年比一約15.9％） （うち略式事件

数は46万5273人） となっており，略

式事件を除く新受事件総数は，全体

として減少傾向にありますが，平成

4年と比較すると約1.4倍と依然と

して高い水準を維持している状況に

あります。

次に最近の刑事事件を巡る主要な

動向としては，先ほどお話しした裁

判員法が施行されたことのほか，犯

罪被害者保護制度として，平成19年

6月に公布された「犯罪被害者等の

権利利益の保護を図るための刑事訴

訟法等の一部を改正する法律」によ

り，既に平成19年12月26日から，公

判記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大

や被害者特定事項の秘匿制度が実施

されているところですが， これに加

えて，昨年12月1日には，被害者参

加制度及び刑事損害賠償命令制度の

二つの制度が実施され，犯罪被害者

等の権利利益を保護するための法的

基盤が整ったところです。これらの

二つの制度の実施後の状況について

は，次にお話ししたいと思います。

イ法改正後の書記宮事務の状況につ

いて

千葉企画調査部長

法改正後の書記官事務の状況について，

お聞かせください。

上田総務局第三課長

[被害者参加制度］

被害者参加制度の実施状況として

は， 3月までの申出件数の累計は，

参加の申出をした被害者等の人員数

は87人， うち証人尋問や被告人質問

をした被害者等は64人，刑訴法316

条の38により弁論として意見陳述を

した被害者等は39人となっていま

す。また，被害者参加の申出があっ

た事件の終局人員のうち，処断罪名

が自動車運転過失致死傷のものが35

人と最も多くなっています。今後，

この制度が国民に浸透するにつれ

て，件数が増加することも考えられ

ます。

被害者参加については，書記官と

しては，公判前整理手続や事前準備

の機会に，検察官を通じて被害者等

の参加の意向及び態様等の把握に努

める必要があります。また，被害者

参加の申出がされたときは, さらに

検察官や被害者参加弁護士を通じて

付添いや遮へいの措置の申出の意向

を確認し， これらの措置をとる場合

には，その準備を行うとともに，当

日の進行について裁判体と綿密な打

合せをしておく必要があります。こ

のように，被害者参加があった場合

には，検察官や被害者参加弁護士か

一
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座談会

らの情報収集をより詳細に行うとと

もに，審理中における不測の事態に

備えて， これまで以上の危機管理対

策を採ることが必要となります。

また，裁判所に来られた被害者参

加人が,謝り所構内において報道関

係者や一織庁者と接触しないよう
にするなど,書記官にはシ被害者参

加人の立場に配慮した接遇も求めら

れています。

なお，一般的な事務処理に関する

執務資料として，最高裁から，平成

20年11月に「被害者参加制度及び被

害者参加人のための国選弁護制度に

関する書記官事務の手引」が発出さ

れていますので，執務の参考として

ください｡．

[刑事損害賠償命令制度］

刑事損害賠償命令制度の実施状況

としては， 3月までの申立件数の累

計は， 3'件となっており，被害者参

加制度とともに， この制度が国民に

浸透するにつれて，件数が増加する

ことも考えられます。

刑事損害賠償命令事件の審理はj

原則として，有罪判決の宣告後，直

ちに審理期日を開くこととされ， 4

回以内の期日で終結すべきことが定

められていますので，書記官として

は，申立人の出頭の確保や身柄が拘

束されている被告人の期日への出頭

の有無の把握等,刑事事件に引き続

き，迅速な審理を実現するための事

件の進行管理が重要であると思われ

ます。また，当該刑事事件を担当し

た裁判官が引き続き，刑事損害賠償

命令事件の審理を行うことから，損

害賠償命令の申立てがあった場合

に,書記官は,申立書の審査に当たっ

て裁判官の心証に不当な影響を与え

るような記載がないかどうかに十分

注意する必要があります。

このように，刑事損害賠償命令事

、 件は，刑事事件として立件されます

が，その中身は民事事件そのものな

ので，刑事事件を担当する書記官で

あっても，民事訴訟の手続に関す
. ：

I 、

る実務上の知識が必要とされてい

ます。

なお，一般的な事務処理に関する

執務資料として，最高裁から，平成

20年10月に「刑事損害賠償命令事件

に関する書記官事務の手引」が発出

されていますので，執務の参考とし

てください。また,平成20年11月5

日及び6日に裁判所職員総合研修所

において実施した平成20年度刑事実

務研究会では,被害者参加制度及び

刑事損害賠償命令制度について，研

究及び討議が行われています。

（3）家事関係

ア最近の家事事件の動向，書記官事

務の状況等について

千葉企画調査部長

最近の家事事件の動向,書記官事務の状

況等について，お聞かせください。

氏本総務局第二課長

平成20年における家事事件及び人

事訴訟事件の新受件数の総数は， 76

万6013件で前年比で約1.9%増加し
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会報書記官，,第20号

件に追加的に申し立てられた件数

は2084件，離婚訴訟事件に追加的に

申し立てられた件数は449件でした。

施行後2年が経過し，各庁の運用が

重ねられるなか，平成20年4月1日

には，被扶養配偶者である期間につ

いての特例に関する規定（厚生年金

保険法第3章の3等）が施行されて

おり，書記官においては，今後も制

度内容を十分に理解し，確実な事件

処理を行う必要があるものと思われ

ます。

なお， 「中小企業における経営の

承継の円滑化に関する法律｣のうち，

遺留分に関する民法の特例を定める

第2章の規定が本年3月1日から施

行され，同法第8条第1項に規定す

る遺留分の算定にかかる合意につい

ての家庭裁判所の許可の制度が新設

されたことに伴い,，甲類審判事件と

して新たに立件することとし，受付

分配通達の改正を行いました。

また,平成20年4月1日には， 「児

童虐待の防止等に関する法律及び児

童福祉法の一部を改正する法律」及

び「特別家事審判規則の一部を改正

する規則」 （平成20年最高裁判所規

則第1号）が施行され，児童の身辺

へのつきまとい又は住所等の付近の

はいかい禁止の審判前の保全処分の

制度や，地裁，家裁及び簡裁におい

て発付する臨検捜索許可状による臨

検捜索の制度が新設されています。

このように，家事事件について近

年多くの制度上の変化があり，その

ました。その内訳を見ると，家事

調停事件は, , 13万1093件で約0.8%,

家事審判事件は59万6945件で約

2.3％と増加する一方，人事訴訟事

件は1万718件で約5.5％の減少と

なっています。

人事訴訟事件について，平成20年

度に裁判所職員総合研修所が実施し
句

た家事実務研究会における課題研究

では「人事訴訟における書記官事務

の在り方について」というテーマが

取り上げられました。この研究で

は，人事訴訟事件の適正かつ効率的

な処理という観点から，本人訴訟や

DV事案における書記官事務の進行

管理上の工夫や留意点について検討

され，書記官の担う役割の重要性が

改めて確認されたところです。

平成19年4月1日からいわゆる離

婚時年金分割制度が導入され， こ

れに基づく請求すべき按分割合に

関する処分申立て事件が新設され

ました。平成20年に受理した離婚

調停事件5万1755件のうち，請求す

べき按分割合に関する処分が付随

して申し立てられたものは， 5327

件（約10％)，平成20年に受理した

離婚訴訟事件9483件のうち，請求

すべき按分割合に関する処分が附

帯処分として申し立てられたもの

は， 1035件（約11%)でした。 ま

た，既に係属している離婚調停事件

又は離婚訴訟事件等に付随申立てと

して追加的に申し立てられた件数

は2533件あり，そのうち離婚調停事
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内容もますます多様化し，事件数も

増加する傾向にあるなか，多くの家

庭裁判所では，一人の書記官が様々

な種類の事件を担当している実情に

あります。このような状況の下，家

事事件の書記官事務においては、必

要とされる専門的知識や最新の情報

を集約・整理し，高裁管内全体又は

各家裁管内全体で共有し，効果的に

活用するための取組が重ねられるこ

とが，個々の書記官の意識の向上や

負担の軽減につながるとともに，適

正かつ迅速で確実な事件処理に貢献

するものと思われます◎

イ成年後見関係事件における書記官

事務の状況について

千葉企画調査部長

成年後見関係事件における書記官事務の

状況等について，お聞かせください。

上田総務局第三課長

平成20年における成年後見関係事

件（後見開始等，保佐開始等,補助

開始等及び任意後見監督人選任拳
件)の新受件数は3万2004件であり，

前年比で約7.5％の増加であり， 4

年前の平成16年との比較では約1.6

倍の件数となっています。また，後

見等監督事件の新受件数は5万6993

件と6万件台に近接して，前年比で

は約7％の増加4，年前の平成16年

との比較では約2.2倍という件数と

なっています。成年後見制度につい

ては，今後， ますます利用されるよ

うになり，特に後見等監督事件につ

いては,累積的に増加していくこと

が予想されます。

このような実情を踏まえ，平成18

年7月に成年後見事件担当裁判官等

事務打合せが，平成19年2月には家

裁首席書記官協議会が開催されまし

た6続いて，平成19年秋には全国4

ブロックに分かれて，成年後見事件

担当書記官事務打合せが開催される

など，成年後見事件処理の合理化の

ための方策等が協議されてきまし

た。これらの協議会では，事件急増

下であっても適正かつ迅速な事件処

理を行うための事務処理改善策が議

論され，①鑑定省略及び本人調査の

実施の要否の判断基準，②申立て時

添付書類の標準化，③後見等開始事

件における参与員の活用, ,④後見監

督の在り方の見直し，⑤後見等監督

事件における参与員の活用といった

論点について協議がなされました。

また,多くの支部・出張所において，

審理期間が本庁より長かったり，鑑

定実施事例の平均審理期間が従前と

ほとんど変わっていないといった現

状があることを踏まえて，支部・出

張所を含めた管内全体において事務

処理改善策を推進するためにどのよ

うな工夫が考えられるかという点に

ついても協議がなされました。平成

20年の高等裁判所首席書記官事務打

人合せでも，後見監督事件処理の合理

化・簡素化について議論がなされ,

立件基準を始めとした監督基準や監
I ． F・

督事件の処理手順，後見人に提出さ

せる書類の見直し，監督事件記録の
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取扱いなど，各庁の取組状況の実情

や意見が報告されました。成年後見

関係事件の事務処理方法について

は， このような協議会等で得た成果

も活かしつつ，今後も更に検討を重

ね，事務の見直しや合理化を行って

いく必要があります。

なお，後見等監督事件処理の合理

化・簡素化については,’平成21年度

の10月から12月に全国4ブロックで

開催予定の「成年後見事件担当裁判

官等事務打合せ」において，各庁が

運用の改善に当たって問題となって

いる事項を検証し，更なる事務書類

の工夫や改善策について議論される

予定です。

おって，裁判所職員総合研修所書

記官研修部における平成21年度書記

官実務研究では， 「後見等監督事件

に関する書記官事務の研究（仮称)」

というテーマで研究が行われてい

ます。

ウ家事手続案内の実情等について

千葉企画調査部長

家事手続案内の実情等について，お聞か

せください。

上田総務局第三課長

昨年1月1日から「家事相談」の

名称が「家事手続案内」と改められ

ました。本来，家事手続案内は，家

庭裁判所における家事事件に関する

’申立手続の説明，案内を目的とする

ものであるにもかかわらず，身上相

談や法律相談と誤解して来庁する場

合も多いということから，その実質

に見合った名称に変更されることと

なったものです。平成20年の高等裁

判所首席書記官事務打合せでは，家

事手続案内の効率化について各庁の

取組状況等が報告され， 「名称変更

により,法律相談とは異なることが

明確になり，手続の説明がしやすく

なった｡」などの声も聞かれました。

一方，相談のための来庁者は多く，

依然として担当者の繁忙感が解消さ

れるには至っていないとの意見もあ

りました。

家事手続案内は，家庭裁判所の手

続を国民に利用しやすいものとする

とともに，受付事務の円滑な処理に

寄与することを目的として行われ

ていますが,、法律的な手続に不慣

れな一般の当事者から種々雑多な相

談が持ち込まれ，事務負担が重いと

いう声が多くの庁から聞かれていま

す。このような状況に対応して家事

手続案内の標準化及び効率化を図る

ため，平成19年度書記官実務研究に

おいては，利用者の来庁から手続案

内担当者及び受付担当者の連携に至

るまでの一連の業務が研究の対象と

されました。平成20年7月に刊行さ

れた本報告書は，家事実務の経験が

少ない職員でも家事手続案内を容易

に把握できるように，その意義や目

的，内容を整理し,具体例や参考と

なる工夫例が多く取り入れられ，分

かりやすい報告書となっています。

家庭局においても｢家事相談の手引」

が改訂され，平成20年3月に「家事
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座談会

定費用立替の援助事業等も行ってい

ますので， このような事項に関する

問い合わせについては，速やかに法

テラスを紹介し，来庁者が必要な情

報にスムーズにアクセスできるよう

心がけていただきたいと考えます。

家事手続案内の効率化は，受付事

務を始めとする家事事件の事務処理

全般の効率化，円滑化につながるも

のですから，適正・迅速な事件処理

の推進役である書記官として，その

役割を十分に果たしていただきたい

と考えます。

（4）少年関係

ア最近の少年事件の動向，書記官事

務の状況等について

千葉企画調査部長

最近の少年事件の動向,書記官事務の状

況等について，お聞かせください。

安東総務局第一課長

少年保護事件の新受人員は，昭和

41年に過去最高（109万4339人）を

記録し，その後，昭和58年にピーク

（68万483M)を迎えて以降減少を

続け，平成7年に29万3703人となっ

た後若干増加しましたが，平成11

年以降再び減少し，平成20年は17万

2995人（前年比-11.1％）となって

います。

このように，少年保誰事件の新受

久員が減少傾向を見せる中，平成12

年の少年法改正により導入された被

‘ 害者配慮のための各制度の申出件数

は増加傾向を見せています。平成20

手続案内の手引」として発刊された

ところですが， この中では，利用者

から受けることの多い質問と回答例

等が分かりやすくまとめられてい

ます。

なお，家庭局においては，昨年4

月からファクシミリ及び音声による

案内システムである「家事手続情報

ｻｰピｽ｣ (最亭裁統合版)の運用
が開始されるとともに，同年7月か

ら，裁判所ウェブサイトに登載され

ている申立用紙等の情報の大幅な充

実化がはかられています。

これらの各種ツールを活用し，利

用者に対し，家庭裁判所における家

事事件の手続を要領よく案内，説明

していただき，家事手続案内の一層

の効率化を図っていただきたいと考

えます。

また,昨年中に，家庭局から法テ

ラス（日本司法支援センター）に対

し，家事手続についての関係資料の

提供及びオペレーター等への研修へ

の協力等が行われています。法テラ

スのコールセンター及び各地方事務

所においても，制度の説明及び機関

の紹介といった情報提供業務の一環

として，オペレーター等による家事

手続の説明が行われており，各庁に

‘おいても家事手続案内のさらなる効

率化が図られるものと期待しており

ます。さらに，法テラスでは，資力

の乏しい人に対して代理援助，書類

作成援助等の援助業務，後見等開始
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会報書記官．第20号

覧・謄写が718件,意見陳述が241件，

審判結果等の通知が921件となって

おり，制度施行当初（平成14年）の

申出件数と比べて1.3倍からl.5倍程

度の増加となっています。

このような状況の中，平成20年6

月に少年法の一部を改正する法律が

成立し，一部の規定を除いて同年12

月15日から施行されました。本法律

は，少年審判における犯罪被害者等

の権利利益の一層の保護を図るた

め，①被害者等による記録の閲覧及

び謄写の範囲の拡大，②被害者等の

申出による意見の聴取の対象者の拡

大，③一定の重大事件の被害者等が

少年審判を傍聴することができる制

度の創設，④家庭裁判所が被害者等

に対し審判の状況を説明する制度の

創設についての規定を整備するとと

もに，少年の福祉を害する成人の刑

事事件により適切に対処するため，

その管轄を家庭裁判所から地方裁判

所等に移管するなどするものです。

この改正に伴い，平成20年10月に

少年審判規則の一部を改正する規則

が制定され，被害者等による少年審

判の傍聴の申出の方式その他の所要

の事項が定められました。また，同

年11月には家庭事件記録符号規程，

没収の裁判の取消事件記録符号規程

及び受付分配通達等関係通達の一部

を改正し，成人刑事事件に関する符

号，事件名，帳簿等についての定め

を削除するなど所要の改正を行いま

した。

また，保護観察における遵守事項

の関係では,平成20年6月1日から

施行された更生保護法において，保

護観察の開始後においても，家庭裁

判所の意見を聴き， これに基づいて

保護観察中の者が遵守すべき特別の

事項（特別遵守事項）を設定又は変

更できることとなりました。同法の

規定に基づいて家庭裁判所へ求意見

があった場合の事務等については，

平成20年5月30日付け家庭局第二課

長及び総務局第三課長事務連絡「保

護観察の期間中に遵守すべき特別の

事項に関する家庭裁判所の意見の通

知等における書記官事務」が発出さ

れていますから，執務の参考として

ください。

なお，少年の処分結果の通知に関

しては，平成12年7月14日.付け家庭

局長通達「少年の保護事件に関する

決定の通知について」が廃止される

とともに，新たに平成20年12月4日

付け家庭局長書簡が発出され，従前

の通達により定められていた司法警

察員に対する処分結果の通知事務に

加えて，児童相談所長から送致され

た事件を終局させる決定がされたと

きにも，その旨を当該児童相談所長

に送致又は児童相談所に通告した警

察官に対しても通知することとされ

ましたから，上記書簡の趣旨を踏ま

え，処分結果の通知事務に遺漏がな

いよう確実な事務処理をしていただ

きたいと思います。
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座談会

イ法改正後の書記官事務の状況につ

いて

ような一定の事件を含めた対象事
、

件の目安が示されました｡さらに，

千葉企画調査部長

法改正後の書記官事務の状況について，

お聞かせください。

上田総務局第三課長

例審判傍聴制度関係

審判傍聴制度の運用について

は，東京家庭裁判所が作成した書

記官事務に関する資料を参考に，

平成20年9月に開催された少年実

務研究会及び同年11月に開催され

た少年事件担当裁判官協議会等を

通じて幅広く検討され， これら研

究会及び協議会における協議結果

等を踏まえて，同年12月3日付け

家庭局第二課長事務連絡におい

て，東京家庭裁判所作成の「｢被

害者等による少年審判の傍聴」に

関する書記官事務」が送付されま

した。審判傍聴対象事件が送致さ

れた場合の一連の審判手続におけ‘

る書記官事務について記載されて

いますから，執務の参考としてく

ださい。

審判傍聴制度に関する書記官事

務においては， まず，被害者等や

外部の機関等との連絡調整が重要

となります。被害者等との関係で

は，申出資格に関する法的調査及

び制度案内等の事務があります。

制度案内に関しては;平成20年12

月19日付け家庭局第二課長書簡に

おいて対象事件の目安の見直しが

行われ，審判傍聴対象事件となる

捜査機関との関係では，傷害の程

度についての情報収集や補充捜査

依頼等の事務，弁護士付添人との

関係では，法テラスに対する国選

付添人選任依頼や傍聴許可につい

ての意見聴取等の事務，少年鑑別

所との関係では，傍聴の申出や許

否判断があった場合の通知等の事

務がありますから，手続の各段階

において必要となる事務について

の理解を深めた上で，確実な事務

処理をしていただきたいと思い

ます。

また,裁判所の内部において.も，

これまで以上に，裁判官や家庭裁

判所調査官とのカンファレンス等

を通じた情報共有，必要に応じて

事務局との連携力泌要となってく

ることは言うまでもありません｡

。このように，事件の進行管理者

としての書記官には，外部との連

絡調整及び内部における連携の面

で中心的な役割を果たしケ事件処

理の過程で発生する様々な事象に

的確に対応していくことが求めら

れるようになると考えています。

(ｲ）審判状況説明制度関係

審判状況説明制度の運用につい

ては，東京家庭裁判所が作成した

書記官事務に関する資料を参考

に,平成20年10月に開催された少

年特別研究会及び同年11月に開催

された少年事件担当裁判官協議会
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にはなかった性質の事務といえま

す。従前からの被害者配慮制度同

様，被害者等の心情に配慮した対

応が求められることはもちろん，

説明の基礎となる資料をポイント

を押さえて効率よくまとめる能力

や，被害者等の面前で審判で行わ

れた内容を丁寧でわかりやすく説‘

明するといった能力が必要となり

ますから，書記官各自が自らのス

キルアップに努めることが重要に

なってくると考えています。

（5）書記官の職務意識の重要性について

千葉企画調査部長､

書記官の職務意識の重要性について，お

聞かせください。

上田総務局第三課長

書記官は，単なる組織のポストでは

なく，独立した官職として公証事務を

行う権限を付与されていますが，何よ

りも，書記官の基本的な姿勢として，

このような書記官に付与された職務権

限の重要性，責任の重大性を自覚して

職務に当たること （職務意識の保持）

が求められていると考えられます。

書記官が取り扱う各分野の事件を見

ると，刑事事件においては裁判員制度

や被害者参加制度の導入，少年事件に

おいては被害者等による審判傍聴制度

の導入等により，書記官が訴訟当事者

以外の様々な立場の来庁者に対して応

対しなければならない場面が増加して

います。また，民事事件，家事事件の

分野においても，手続利用者に対して

一定の手続教示をしなければならない

等を通じて幅広く検討され， これ

ら研究会及び協議会における協議

結果等を踏まえて，同年12月5日

付け家庭局第二課長事務連絡にお

いて，東京家庭裁判所が作成した

｢｢審判の状況の説明」に関する書

記官事務」が送付されました。審

判状況説明の申出対象となる事件

における一連の書記官事務につい

て記載されていますから，執務の

参考としてください。

また，本年3月には少年特別研

究会（第2回）が開催され，改正

法施行後の少年事件の処理に関

し，審判状況説明制度をメイン

テーマとして全体協議が行われま

した。全体協議では，各庁での実

践例を基に，各手続段階における

工夫例や苦慮事項，説明の基とな

る審判調書・状況説明メモの作成

状況，各庁における実践的な取組

等について協議がなされ，今後の

各庁における説明制度の運用に生

かされることが期待されるところ

です。

審判状況説明制度に関する書

記官事務としては，大きくいう

と，審判調書や状況説明メモと

いった説明の基礎となる資料の作

成事務及び被害者等への説明事

務が挙げられます。状況説明メモ

の作成及び説明事務は,書記官事

務としては新たな事務であり， と

りわけ口頭での説明事務はこれま

での少年事件における書記官事務

、
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場面が増加しております。特に，最近

は，国民の裁判所に対する期待の高ま
りを反映して，利用者にとってより利
用しやすい裁判所の実現が要請されて

いるところ，概して書記官は, ‘例えば
、

来庁者に対しても，利用者の立場に立
ちながら，公平，公正を維持しつつ丁

寧かつ毅然とした対応をしており，書
記官に対する信頼は高いものと考えて
おります。それは，書記官の多くが，

先程述べた職務意識をもって適切な対
応をしていることの現れであると考え
ております。

今後も書記官の職務意識を保持し’

これを高めていくために必要な取組を

行っていきたいと考えております。

3書記官の給与上の諸問題等に
ついて

る書記官の年齢構成の変化という状況

を踏まえて，書記官の適正な処遇維持
のため引き続き努力をしていくつもり’ ､

です｡

’級別定数関係について

平成21年度予算の級別定数の改定折

衝においては，公務員総人件費抑制の

動きが強まる中,裁判部門の執務態勢
をより充実強化する必要があることや

書記官の職責が増大していることを踏
まえて粘り:強く折衝に当たりました。

その結果，次に述べるとおり，裁判部

門において中心的な役割を担っている

中堅書記官の処遇が後退しないよう，
5級以下を中心に一定の成果を上げる
ことができたものと考えています。

ア7級関係

地裁次席書記官1，家裁次席書記

官1，簡裁次席書記官1，高裁訟廷

管理官1，地裁総括主任書記官1の

合計5 （前年度6）の切上げを実現

することができましたが， これは書

記職全体の官職評価の引き上げとい

う面からも意義のあることだと考え
ています。

この結果，下級裁次席書記官につ

いては，平成21年度に増設が認めら

I

(2)~

ノ

I

’

（'）書記官全体の処遇について

千葉企画調査部長

書記官の給与上の諸問題等について，お

聞かせください。 7

大竹入亭局給与課長

書記官の給与上の処遇については,

書記官の法律専門職としての高度の専
門性，職務の複雑・困難性,'書記官の
権限拡大，職責の増大などを踏まえ，
級別定数改定や官職増設について鋭意
折衝を行い, !公務員総人件費抑制を強
+1 1,-堆准寺べ壁情熱の下．適正な昇格

折衝を行い，公務員総人1千買押刷乞狸

力に推進すべき情勢の下，適正な昇格

、
■

､_」

ノ

運用を維持するのに最低限必要なもの

を確保したところです。

級別定数の拡大を巡る情勢が年々厳

しさを増す一方，定員振替や増員によ

ノ

〆
も
、
１
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れた4ボス.トを含む143ポスト中137

が7級以上に格付けられることにな

りました。

イ 6級以下関係

書記官については， これまでの大

幅な定員振替及び増員による年齢構

成の変化及び級別定数の構成比率の

変動に伴い，書記官の適正な昇格運

用の維持が困難となることを避ける

ため,引き続き5級, 4級及び3級

について定数の切上げを要求し，粘

り強く折衝を行った結果, ｡現在の処

遇水準を最低限度維持するために

必要な528（5級63， 4級283, 3級

182） （前年度344） という切上数が

認められました。

‘ウ官職増設関係

官職増設については，裁判部門に

おける執務態勢の充実強化を図るた

め，東京地裁， さいたま地裁，大阪

地裁に次席書記官各1 （いずれも7

級格付け)，札幌家裁に次席書記官

′ 1 （6級格付け）を増設することが

認められ， また，主任書記官につい

ても， 25の増設を確保することがで

きました。

岸野人事局参事官
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岸野人事局参事官

司法制度の改革に伴い，制度改革や

法改正がめまぐるしく行われる中， ま

すます高度化する書記官事務に対応し

ていくため,従前のCP試験に代わり，

平成18年度から，裁判所書記官任用試

験（以下「CA試験」という｡）が始

まりましたo

昨年度行われたCA試験(CA-3)

では，全国で336人の受験申込みがあ

り，筆記試験，口述試験及び実務試験

を経て最終合格した52人が, 10月1日

付けで書記官に任官しました（なお，

CA-2の申込者数は385人，任官数

は54人)。

本年度の試験(CA-4)について

は， 1月15日及び16日に筆記試験が実

施され，さらに5月7日から27日まで

の問に，各高裁において口述試験が実

施されました。

今後は，口述試験合格者に対し， 6

月29日から9月15日までの間，裁判所

職員総合研修所における中央研修及び

各庁における実務研修を内容とする実

務試験が行われることになります6こ

の実務試験は，書記官任用前に，書記

官として必要な基本的な法律知識と実

、
）

／

イ

、

（ ノ
ー一／

4 書記富の任鬮上の問題につ

いて
／

（'）書記官任用試験及び主任書記官選考

について

千葉企画調査部長

書記官の任用上の諸問題について，お聞

かせください。
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’務知識を付与すること‐を主たる目的と

する研修という面も有するもので, ま

すます高度化する書記官事務を適正迅

速に処理できる書記官を育成すること

に資する内容となっています。

なお，裁判所職員総合研修所におけ

る中央研修の期間は，従前の書記官基

礎研修の期間とほぼ同様であることか

ら，家庭事情等のため長期間の研修に

参加することが困難な職員で実務能力

を有する優秀な事務官等にも，書記官

となってその能力を活用する途を確保

できるもの．と考えています。

またyCE及びCA試験受験者の学

習意欲の維持,向上を目的として,平
成20年度に実施された試験(CE-

60, CA-3)から，有効に受験して

不合格となった受験者のうち希望する

者に対して,筆記試験の成績の通知を

行うこととしました。

これにより，多くの受験者の皆さん

に，書記官任官に向けての学習意欲を

一層高めていただくことを期待してい

ます。

次に主任書記官選考についてです

が,現在は，すべての高裁において公

募による主任書記官選考が実施されて

います。これは，主任書記官の果た

すべき役割がこれまで以上に重要に

なっていることを踏まえて，意欲と能

力のある職員を公平で透明な手続に、

よって広く登用していくという趣旨に

よるものだと認識しています。また，

公募制の場合，子どもの養育など自ら

のライフサイクルを踏まえて，いつご

ろ選考を受験するかということを自ら

選択することが可能であることから，

男女共同参画社会における女性の主任

書記官の積極的登用にとっても望まし

い手段の一つではないかと考えてい

ます。

(2)書記官の任用政策について

大竹人事局給与課長

ア主任書記官等のポストの増設につ
． 『

いて．

’ ①主任書記官

下級裁判所の裁判部門の充実強

化への取組にとって，主任書記官

の配置は極めて重要であることか’
、

ら， 「書記官の給与上の諸問題等

について」のところで説明したと

おり,平成21年度予算においても，

一定数の主任書記官の増設を実現

することができました。

適正迅速な裁判の実現に向けて

裁判部の職員が十分に能力を発揮

できるような指導監督態勢を構築

していく必要性がより強まってい

ますので，主任書記官ポストの増

設については，今後も引き続き

努力をしていきたいと考えてい

ます。

②総括主任書記官

大規模地裁の大規模な部におい

て多くの部下職員を抱えて極めて

重い職責を担う主任書記官の給与

格付けの改善を図るため， これま

ゞで認められてきた東京地裁，横浜

地裁， さいたま地裁，千葉地裁，

大阪地裁,京都地裁,名古屋地裁，

’
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会報書記官弓第勿号

5月21日から裁判員制度が実施され

たことから，今後は，各庁における

裁判員裁判等の運用状況等を踏ま

え，運用の在り方や今後の改善点等

を検討していく必要があるところで

すが，書記官事務の遂行に当たって

も，制度導入後の円滑かつ安定的な

運用の実現に向け，継続的な取組が

不可欠となっています。

また，民事の分野においても， こ

れまで以上に，専門的知見を必要と

する複雑困難な事件が裁判所に持ち

込まれるようになってきています。

書記官は，適正迅速な裁判の実現

を担う裁判部門の基幹職種であるこ

とから,任官後間もない間は，人材

育成の観点から，その後は社会経済

情勢の変化や国民の意識の変化等に

応じた事件の量的・質的変化に着実

に応えていくためにも，多様な職務

経験を積んでもらうことを基本に据

えることはこれまでと同様ですが，

今後は，新しい制度の運用等をも見

据え，各専門分野における書記官

の職務遂行能力の向上にも十分に配

慮していく必要があると考えてい

ます。

(3)再任用の実施状況等について

ア再任用の実施状況について

裁判所において･は，職務に対する

意欲と能力を有し，再任用を希望す

る職員については,定員及び（級別）

定数の範囲内ではありますが，原則

として再任用する方向で運用してい

ます。

広島地裁，福岡地裁，札幌地裁の

ほか，平成21年度はさらに仙台地

裁においても総括主任書記官ポス

ト （7級）の設置を行ってきたと

ころです。

③高裁訟廷管理官

総括主任書記官と同様に重い職

責を担う高裁訟廷管理官について

も，平成17年度以降7級切上げ10

を実現し，平成21年度においても

さらに1の切上げを実現すること

ができたところです。 &

これらの7級ポストの設置や7

級切上げは，書記官全体の官職評

価の引き上げにもつながるため，

これまでも努力してきたところで

すが， 7級は，そもそも行政官庁

では「管区機関の特に困難な業務

を所掌する課の長や府県単位機関

の長」についてようやく格付けら

れる職務の級であるためウー定の

限界があることは理解していただ

きたいと思います。

岸野人事局参事官

イ書記官の専門分野ごとの育成・配

置について

司法制度改革は，議論・立法の段

階を終え，実施,運用の段階に入っ

ています。裁判所が国民から期待さ

れている使命を果たしていくために

は，書記官にあっても，裁判官との

協働態勢の下，職務遂行能力の向上

を図って，訴訟運営に積極的に関

わっていくことが求められます。

とりわけ刑事の分野においては，

へ

／
ｒ
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書記官（有資格者）の再任用者数

を見てみると，平成20年度末に定年

退職した書記官（有資格者）のう

ち，本年4月に再任用された者は44

人（約33％）であり，昨年度に新規

で再任用された者（43人）と同程度

の人数が再任用されています｡また,

昨年度に書記官として再任用された

者（72人； 1回目及び2回目更新者

を含む｡）のうち，任期更新可能な

者は59人であり，そのうち52人（約

88％）の任期が更新されています｡‘

公的年金の満額支給年齢が65歳と

なることから，再任用希望者(任期

の更新希望者を含む｡）が増加し，

それに伴って再任用前の勤務地以‘

外の場所での再任用を希望する者

も増加していくことが予想されま

す。このため，再任用者の任用配置

に当たっては，他の地家裁管内又は

他の高裁管内での再任用を希望した

者の勤務地の調整や，再任用希望が

小規模庁に集中した場合の勤務地

の調整， さらには現役職員の異動

ローテーションとの調整等，種々困

難な問題に直面するものと思われま

すので，最高裁としても各高裁と緊

密な連携を図りながら適切な対応を

行っていきたいと考えています。

イ他官庁への出向状況等について

他省庁等への出向は，平成21年4

月1日現在， 12か所43人となってい

ます。具体的な出向先は次のとおり

です。

（1）衆議院（法務調査室） 1

（2）参議院（法務調査室） 1

（3）裁判官訴追委員会 1

(4)弾劾裁判所2

（5）公害等調整委員会 1

（6）公正取引委員会2

（7） 国税不服審判所（東京，関東

信越，大阪,名古屋広島） 6

． （8）人事院 1

（9）金融庁2

⑩預金保険機構（東京，大阪）

2

01）法務省 1

⑫、 日本司法支援センター(本部，

東京，千葉，大阪，京都，奈良，

三重,福井,富山，広島佐賀，

長崎，熊本,宮崎，宮城，札幌，

香川，徳島高知，愛媛）23

出向期間は出向先によって異なり

ますがタ通常は2年ないしは3年と

なっています。

他省庁等への出向は，裁判所以外

の組織を経験することによって視野

が拡大し識見が高まるため,出向者

自身の能力向上や専門性を深めるこ

とに資するところが大きく，ひいて

は，それを組織に還元することによ

り，組織にとつそも有用性が高い等

のメリヅトもあることを考慮に入れ

つつ，事件処理に必要な書記官を確

保することを前提に，今後も出向先

及び人数について検討していきたい

と考えています。
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会報書記官
、

（4）函産前

'第20号

となっています｡)。

そこで，産前・産後の特別休暇期間

中の臨時的任用も含め，書記官任命資

格を有する代替要員を確保し,､司法制

度改革の着実な実施に向けて裁判部の

戦力を維持ずるため，書記官任命資格

を有する者で, 1年以内に定年退職，
へ

再任用終了， 自己都合退職等が予定さ

れている者に対して任期付採用等の希

望に関する調査を実施したり，各裁判

所は，当該庁に書記官任命候補者がい

ない場合でも，高等裁判所への照会を

通じて，当該庁において勤務に応じる

見込みがある者についての情報を収集

することができる態勢を整えていると

ころです。

しかしながら，任期付採用等の候補

者を十分に確保することが困難な状況

は依然として続いていますし，書記官

数の増加や育児休業等取得の促進によ

り，今後も，育児休業取得者が高い水

準で推移することが見込まれます。そ

こで，先に述べたような方策に加え

て,平成21年度においても，書記官に

限ってではありますが，各高裁管内に

おける育児休業取得者数のうち，一定
． ｛ ・

程度の数について正規職員である書記

官で補充できる扱いとしています。こ

れは， 1年間を通じて常時相当数の書

記官が育児休業を取得し， しかも育休

代替要員の確保が実際上困難であるこ

とが見込まれる中で，育児休業取得者

が急きょ職務復帰することとなった場

合に生じる支障や育休代替要員による

補充の困難性等を総合考慮して行って

。産後休暇，育児休業制度にお

ける代替要員の確保について
‘産前・産後休暇中における代替要員

の確保については，平成14年8月1日

から，休職者や年度途中の離職者がい

る等の限られた場合ではありますが，

書記官を代替要員とする臨時的任用を

行っているところです。

最近数年間における育児休業を取得

した書記官の数は，平成17年度が134

人（うち男性職員11人，以下（）内

は男性職員数で内数)，平成18年度が

139人（13人),平成19年度が155人（8

人)，昨年度が172人（13人)，そのう

ち任期付採用又は臨時的任用(以下｢任

期付採用等」という｡）を行った数は，

平成1群度が106人(79.1%),平成18
年度力4110人（79.1％)，平成19年度が
129人(83.2％),昨年度が129人(75.0%)

となっており，育児休業に伴う代替措

置としての任期付採用等は，年度ごと

に若干の高低はあるものの，育児休業

制度の定着とともに高い割合で行われ

ています。

ところで，書記官の育児休業等に

伴う代替要員の確保については，書

記官任命資格を有する者の代替要員

の確保の困難さから，産前，産後の

特別休暇中は，事務補助要員を賃金

雇人という形で雇い入れ，その後

の育児休業期間中は，その者を事

務官として任期付採用等を行うこ

とも多いかと思われます（昨年度

任期付採用等を行った者129人のうち，

書記官を任用したのは37人（28.7％）

」
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いるものです。

なお，任期付採用等による代替要員

の確保については，平成17年1月に策

定された次世代育成支援対策推進法に

基づく裁判所特定事業主行動計画「み

んなで支える子育て応援アクション

プラン～よりよい勤務環境を目指し

て～」でも触れられています。この中

では，育児休業等を取得することに

なった場合は，業務に支障が出ないよ

うに業務分担の見直しを行ったり，任

期付採用等による代替要員を確保する

ことを検討するなど，育児休業等取得

者が安心して育児に専念できるような

勤務環境を整えていくこととしてお

り，今後もより一層，書記官の育児休

業等に伴う代替要員の確保に努めてい

く必要があるものと考えています。

また，平成19年8月1日に導入され

た「育児短時間勤務制度」は，子育て

中の職員にとって利用しやすいものと

するよう配慮する必要がありますが，

一方で公務運営に与える影響も'大きい

と言わざる．を得ない場合もあります。

そのため,職員全体の理解を得ながら，

配置や業務分担を工夫することなどに

よって，裁判所の業務においても比較

的対応しやすいと考えられる勤務時間

の割振りモデルを示しています。この

モデルに当てはまる請求については，

基本的に配置や業務分担を工夫するこ

となどにより，できる限り速やかに承

認されるものと考えており，実際その

ような運用がされていると認識してい

ます。

このモデルに当てはまらない請求に

ついては，公務運営に与える影響を考

慮しつつ，異動等も視野に入れて慎

重に検討せざるを得ないと考えてい

ます。

また，任期付短時間勤務職員を確保

する必要性も高いと考えられますが，

任期付短時間勤務職員は，育児短時間

勤務を取得した職員と「同一の業務」

を行うこととされており，書記官のよ

うな資格官職の任期付短時間勤務職員

の確保は相当の困難があります｡

いずれにしても，育児短時間勤務の

承認に当たっては，様々な工夫をする

ことにより，適切に対応していきたい

と考えています。
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5 メンタルヘルスについて
a

千葉企画調査部長

メンタルヘルスの具体的実施状況につい

て，お聞かせください。

岸野人事局参事官

職員の心の健康づくりのためには，心の

健康の保持増進，心の不健康な状態への早

期対応,円滑な職場復帰と再発の防止のそ

れぞれについて,管理職員はもとより,個々

の職員の理解を深め，意識啓発に努めてい

く必要があります。

このような観点から，裁判所において

は,各庁において実施される健康管理講習

会や，新採用職員研修,′中間管理者研修等

の各種研修の中で，できる限り心の健康づ

くりのための科目を設け，人事院の専門家

会議の取りまとめによる研修教材等を活用

した研修を実施することにより，職員に対

1
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会報書記官画第20号

して心の健康づくりの浸透及び意識啓発を

図っているところです｡

このほか，職員本人の心の悩み相談や上

司・同僚からの相談の窓口として；最高裁

及び各高裁所在地に臨床心理士などの専門

家によるカウンセリング体制,を整備し，そ

の他の庁においても， カウンセリング会を

実施しているところです。
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岡部情報政策課参事官

（ｲ）今後の導入展開予定

平成21年度については，別紙第

2の導入展開予定（平成21年度）

のとおり， 7月17日の静岡地裁を

皮切りに，現在期日進行管理プロ

グラム(地裁民事事件用)(以下｢民

事P」という｡)を利用している

庁のうち，東京地裁ゥ大阪地裁を

除く本庁21庁及び支部49庁に展開

を進める予定です。なお，平成22

年度については，東京地裁，大阪

地裁本庁及び別紙第2記載の支部

以外の支部に展開を進め，平成22

年度末までには，全国の本庁, ､支
シ

部253庁への展開を完了する予定

‘ です。

イ現行の民事Pからの移行に伴う準

、備作業

㈲データ移行のためのデータ補正

作業等について

現在，民事Pを利用している本

年度の導入予定庁につきまして

も，昨年度までと同様に，民事P

に登録された情報のデータ補正を

お願いすることにな、ます。

このデータ補正を行うために,

各庁で利用するデータ移行可否点

6情報政策課と書記官事務につ

いて

1

(1)，民事裁判事務支援システム(MIN

TAS)について、

千葉企画調査部長

民事識I事務支援システム(MINTA

S)について，お聞かせください。

岡部情報政策課参事官

ア導入展開の進捗状況，今後の方向

性について

(ｱ） これまでの'導入展開状況につ

いて

民事裁判事務支援システム(M

INTAS)は，平成20年2月12

日に第1次導入庁であるさいたま

地裁において本格稼働を開始しま

，、した｡平成20年度は，別紙第1､の

導入展開状況（平成20年度）のと

おり展開を進め，情報化戦略計画

にあるとおり，民事裁判事務処理

システム導入庁であった地裁本庁

27庁についてすべて展開を終えて

おります6現在は， システム停止

等の大きなトラブルもなく安定し

て稼働している状況です。
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検プログラムとデータ補完プログ

ラムを,4月に配布いたしました。

データ移行可否点検プログラム

は，各部でカスタマイズ可能な民

事Pが,現状においてもデータ移

行に適した構造となっているかど

うかチェックの上，必要に応じて

テーブル及び項目を修正していた
L

だくとともに簡易なデータ補正作

業を各庁で随時実施Iｨていただく

ためのもので，データ補完プログ

ラムは，民事Pには入力していな

し【 Dの補完入力作

業を行っていただくためのもの

ですo

これら二つのプログラムを利用

して，各庁の実情に応じ適時に

データ補正作業を実施していただ

くよう， よろしく｡お願いいたし

ます。

(ｲ）操作方法の習得，導入準備作業

の実施等

本年度の導入予定庁のうち本庁

及び東京，大阪地裁管内の支部に

は，各庁の規模に応じた管理職員

を含む2名以上の導入事務担当

者を選定していただき， 3月10日

（火）から13日 （金）までと3月

16日（月）から19日 （木）までの

2回に分けて，裁判所職員総合研
． ､

修所において，選定された導入事

務担当者を対象として，導入準備‘

事項の説明，操作方法の習得，課

題発生時の対応及び運用ルールの

策定を内容とするMINTAS導

入研修を実施いたしました。この

研修には，東京地裁，大阪地裁管

内の支部における運用ルールの策

定等の導入準備作業の実施に当

たって，本庁における運用を想定

した事務処理の統一など本庁との
、

連携が必要となることから，東京

地裁，大阪地裁本庁からも訟廷管

理官など若干名の方に参加してい

ただきました。

この導入研修を受けて，各庁の

実情に合わせて,必要な時期から，

運用ルール策定などの準備作業に

着手していただくほか，操作方法

等の導入研修の内容について，他

のユーザとなる職員に還元してい

ただくよう研修等の実施をお願い

していますb

吻各庁における稼働開始について

MINTASに移行するデータ

にづいては，各庁から郵送してい

ただくことになります｡そのた
ｰ 、

め，データ移行作業を実施した

後，稼働開始日までの4，5日の

期間，帳簿記載とMINTAS"､

のデータ入力の併用をお願いいた

します。また,MINTASに移

行されていないデータの補充及び

保管金事務処理システムに登録さ

れている4 EMI

NTASへの登録作業をお願いす

るとともに,実際の事件の情報を

MINTASに入力しながら，操

作方法習得の仕上げをしていただ

き，稼働開始に備えていただきた
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の映像教材を用いるなどして，支部

職員が,MINTASの操作方法習

得，及びデータ補正を始めとするシ

ステム内外の環境整備等の導入準備

事項の内容の把握をできるようにお

願いする予定です。

工導入庁から寄せられた要望等とそ

の対応

㈲昨年度の要望等による改修の実

施について

昨年度は，主に第1次導入庁で

あるさいたま地裁のMINTAS

を利用している職員等から寄せら

れた改修要望について，業者の作

業期間及び調達のスケジュールを

考慮し，昨年度中に改修できるよ

う，平成20年7月末時点で稼働を

開始していた第3次導入庁までの

5庁に対し，各庁の業務に照らし

て，業務の改善，効率化の観点か

ら，改修の必要度につき意見を聴

き，各庁からの追加要望も聴いた

上で,費用対効果を勘案した結果，

改修の必要度が高いと認められ

た29項目について改修を実施しま

した。．

（ｲ）今後の改修予定について

今後の改修要望事項について

は，本年度以降に導入される民事

P利用庁からの意見も踏まえなが

ら，費用対効果及び法改正等への

対応のための改修時期等を考慮し

た上で，改修の必要度の高いもの

につき必要に応じて改修を検討し

ていきたいと考えております。

いと考えております。

国当課からのサポートについて

各庁におけるこれらの準備作業

等をサポートするために，昨年同

様，導入準備に関する各庁の疑問

点やこれに対する当課からの回答

を各庁で共有するための質問専用

メールアドレスを設けているほ

か，今年度新たに情報政策課で作

成したパソコン上で見ることがで

きる研修用の映像教材を配布して

おります。

この映像教材は,MINTAS

の操作説明と導入準備事項の二つ

の分野に分かれており，操作説明

の部分は，実際にMINTASを

操作している映像を見ながら説明

が聴けるようになっております。

また，導入準備事項の部分につい

ては，スライドに合わせて説明が

聴けるようになっております。こ

れらの映像教材は，パソコンをプ

ロジェクター.に接続して， スク

リーンに投影することで，集合研

修で利用することもできます。

ウ管内支部への導入時の本庁による

導入支援等について

東京地裁，大阪地裁を除く地裁支

部への導入に際しては，先にMIN

TASが導入されて｜いる地裁本庁

に， 自庁への導入時の経験やMIN

TAS導入後のシステム運用の経験

等を活かして，準備作業の支援をお

願いすることを予定しております。

具体的には，先に御説明した研修用

グタ ー、、
1

、
、
１
０
〃
ノ

、＝コ

河
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(2)刑事裁判事務支援システム' (KE I

TAS)について

千葉企画調査部長

刑事裁判事務支援システム(KEITA

S)について，お聞かせください。

岡部情報政策課参事官

アKEITASの開発思想について

KEITASは，刑事裁判事務に

おける書記官事務について，その中

核となる公証事務と進行管理事務に

重点を置き， これを的確かつ迅速に

支援するシステムを構想し，特に応

答性の確保及び操作性の向上の観点

､ から；必要な機能に絞った「スリム

画面や帳票を作成する上での参考と

させていただきました。

本年4月からは, KEITASを

開発する事業者等の調達手続を行う

とともに，本年9月から始まる開発

工程を遅滞なく，スムーズに進める

ための準備作業を行っています。

なお, KEITASの開発は平成

22年10月までに完了させる予定であ

り，平成23年1月にはパイロット庁

である名古屋地裁に導入し，その

後，平成23年10月までに刑事裁判事

務処理システムが稼働している地裁

本庁'8庁に導入し,期日進行管理プ

ログラム（刑事通常第一審事件用）

（以下「刑事P｣という｡）が稼働し

ている地裁本庁・支部（合計234庁）

についても，平成25年3月までに導

入する予定です。

ウ職員の意見について

開発基本計画の策定等の作業にお

いて，東京地裁，水戸地裁，宇都宮

地裁及び名古屋地裁に御協力いただ

き，現場の，生の意見・要望を確認

することができたことは大変有益な
、 ・

ことでした｡‘現在，本年9月から始

まる開発工程を見据えた準備作業を

行っておりますが，同作業期間中及

びその後の開発工程においても，パ

･ !イロット庁である名古屋地裁から，

さらに意見を聴取する機会を設けて

いきます。

また，職員の意見を確実に反映し

たシステムを開発するには，刑事裁

判事務処理システムを導入している

’

←､

で骨太なシステムとして作り，その

後,長くう確実に育てていく」こと

を目指しています。

/f KE ITASの開発状況等につ

いて

平成20年8月からKEITASの

開発に向けた開発基本計画策定等の

作業を開始し，本年3月まで， シス

テム構想，開発基本計画，要件定義

（画面・帳票の項目， レイアウトを
定める作業等）の各工程を進めてき

ました｡詳細は,｢会報書記官｣17号・

18号･ 19号の「ITman(あいてい

い・も－る)」に掲載させていただ

きましたので,是非御一読ください。

また，前記各工程では，二度にわ

たって地裁ヒアリング（ヒアリング

庁：東京地裁，水戸地裁，宇都宮地

裁，名古屋地裁）を実施しており,

ヒアリング庁からいただいた意見や

要望等については, KEITASの

I
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０
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ー
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庁だけではなく，刑事Pを導入して

いる庁や，パイロット庁とは異なる

規模の庁の意見も重要であることか

ら，東京地裁，水戸地裁及び宇都宮

地裁に対しても，引き続き，可能な

限り意見聴取等の機会を設けていき

たいと考えています。

（3）期日進行管理プログラムについて

千葉企画調査部長

期日進行管理プログラムについて，お聞

かせください。 ”

岡部情報政策課参事官

［調停委員出勤管理プログラム（以下

「出勤P」という｡）の展開］

判所，大阪地方裁判所及び全国の地方

裁判所本庁に併置されている簡易裁判

所(50庁）に，平成20年度に東京家庭

裁判所,東京家庭裁判所八王子支部(現

在の立川支部)，横浜家庭裁判所，大

阪家庭裁判所及び名古屋家庭裁判所の

5庁に導入済みです。本年度は，上記

の5庁を除く家庭裁判所本庁（46庁）

に出勤Pを導入展開し, 10月1日から

本稼働を開始していただく予定です。

これから出勤Pを各庁に導入してい

くに当たっては， 7月中旬に裁判所職

員総合研修所において研修を実施し，

出勤Pの導入時に必要な作業，仮稼働

の要領，操作方法等についての説明を

させていただく予定です。また，研修

に併せて，出勤Pの映像教材を作成し

て配布することにしています。映像教

材は，出勤Pの基本的な操作等を音声

と動画を交えて説明したもので，担当

者の操作習熟を図る際などに利用して

いただ･くことを想定しています。

■
ｔ
ｏ
、
４
４
凸
■
■

一、
4

ノ

r 1
L 』出勤Pは， 1

【 脚適正効率

化を目的として平成18年度に開発され

たプログラムです。簡易裁判所におい

てはq 】

【 】と，家庭裁判所においては ‘

期日進行管理プログラム（家事事件

用）とそれぞれデータを連携し,■

【 】

【 D

】を作成するこ
「

L

とができます。また，複数の庁で勤務

する0 画

とや,0 Dとのデー

タ連携が可能です。詳しくは， 「会報

書記官」第19号の「ITmall (あいてい

い・も－る)」中の， 「情報処理第三係

が誕生しました！」とのコラムに掲載

させていただきましたので，是非御一‘

読ください。

出勤Pは，平成19年度に東京地方裁

１

Ｄ

ｂ

４
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■
ｌ
抄
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(4)Web閲覧権限の付与について

千葉企画調査部長

Web閲覧権限の付与について，お聞か

せください。

岡部情報政策課参事官

インターネットのウェブサイト閲覧

権限の付与につきましては，平成17年

度以降，裁判官を除く裁判所職員につ

いては部課室で1台の端末に閲覧権限

を付与することから展開を開始しまし

た。ウェブサイト閲覧の目的には書記

官の調査事務に資することが当然含ま

れていま,すが，物理的に大きな部屋に

一ノ

』

＄
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Ｆ
ｄ
ｒ
－
４

ノーツに代わる情報共有のシステムと

して，平成19年8月に運用が開始され

たもので，これには,q

配置されている職員にとっては，部課

室1台では職員数が多いにもかかわら

ず閲覧できる端末が少ないという不均

衡が生じることになり， また，裁判員

制度広報や同制度実施についての各種

調査のためにウェブサイト閲覧の必要

性が増大したことから,通信機器やイ

ンターネヅト回線等のインターネット

関連機器の整備の状況と照らし合わせ

ながら，閲覧権限の付与範囲の拡大を

実施して参りました｡

平成20年6月， 9月， 12月及び平成

一へPnノ 21年3月に閲覧権限の付与範囲を順次

拡大し,現在，高等裁判所,地方裁判

所本庁及び家庭裁判所本庁において

は,主任書記官以上の管理職員，行政

事件専門部及び集中部の書記官及び訟

廷の職員に，裁判員裁判実施支部にお

いては，主任書記官以上の管理職員，

刑事訟廷の職員に，それ以外の支部，

家庭裁判所出張所及び簡易裁判所にお

いては,主任書記官以上の管理職員に，

‐ それぞれ閲覧権限が付与されており

、 ます｡
， 1

－ノ．
今後の展開につきましては， イン

・ ターネット関連機器の整備状況，閲覧
． 1

者の増加に伴う情報セキュリティ対策

の検討を踏まえて，閲覧権限の付与拡

大につき検討いたしくます。
(5) J ｡NETポータルについて

千葉企画調査部長

J･NETポータルについて，お聞かせ

ください。

岡部情報政策課参事官

J･NETボー’ダルは，ロータス．

し
ｒ
Ｌ

】情報を必要どする職員
「

L

にとって，いわば，玄関（ボータル）

の役割を果たすものです｡

平成20年4月からは, OEのメール

ァドレスが付与されている職員は，各

自が利用している端末からJ ・NE

'､ポータルを閲覧することが可能と

なっており，また， ロータス・ノーツ

を利用したq D
r l
L 』

． ’ ノ

q Dローダ

ス・ノーツ上の各種データベースにつ

いても，必要に応じてJ･NETポー

タルに移行され，現在はJ･NET

ボータルに一本化されたほか，この機

会にJ ･NETポ一ダルをさらに積極

的な情報提供の場として活用し始めた
ノ

例もあります（例えば,0 D

1 ’

． ’

１

１

４
●

1

画

1 ｝

●民事情報デｰﾀべｰｽ(愛称｢M-infb
（ミンフォ)｣）など｡)。

本年3月からは，それまでJ･NE

Tポータルを閲覧するには,その都度，

ログイン（ユーザーID及びパスワー

ドの入力）が求められていた・ところ，

全職員の閲覧が想定される0 】

q D

O 】

については，閲覧を容易jこするため，

ログインを不要とするように改修いた

しました。
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最高裁側

また，各庁が使用できるデータベー

スとして， 「会議室予約｣,
r

】L
。 『 ｡

「

】L

｢行事予定｣及匝 】′

所の人員配置及び裁判運営の環境整備

を図るための基礎資料:として活用され

ています｡

現在， 2年ごとに公表されている

､｢裁判の迅速化に係る検証に関する報

告書」においても， これら統計データ

に基づいて様々な検証が行われていま

すが，今後も裁判員法に基づく裁判員

裁判の実施状況に関する資料の公表な

ど， ますます統計データが活用される

場面が増え，その重要性も増していく

こと‘になります。

当課では，毎月各庁から報告される

統計データの内容をチェックしており

ますが，項目の入力漏れや誤入力と思

われる事件票データも見受けられま

す。これらの事例では，業務系システ

ムの事件票作成画面に表示さ､れる「初

期値」の当否を検討することなく，事

件の実態に応じた入力を行わなかった

1

８
６
■
■
Ｄ
■
■
Ｆ
Ｃ
Ｉ
巾
■
■
Ⅱ
。
１
日
■
■
■
８
■
日
■
０
■
■
７
６
Ｖ

1 し

，1 ｢外来者申請」

を設けました。なお，これらのデータ

ベースを使用するかどうかは，各庁の
ノ．

実情に応じて判断していただくことと

なります。

今後も，これを基盤として各種業務

に利用できるよう, J ・NETボータ

ルの充実を目指して参ります。

（6）統計報告について

千葉企画調査部長

統計報告について，お聞かせください。

岡部情報政策課参事官

現場で活躍される書記官の方々が作

、
、 j

，-ノ

，4成した
一Pー

【 】

【 酉れた後,司法統計

年報や裁判所ヴェブサイトを通じて，

裁判所の事務処理の状況を公表するた

めの資料として活用されるほか，裁判

1ものや， ，

q Dされなければ事件票の内容
し

が正確であるといった，同システムに

対する誤った認識が原因となっている

ものも少なくありません。

、

沼
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，1 ’ら一言ごあいさつを申し上げます。

中村会長

長時間， また多岐にわたるテーマについ

て，大変有意義なお話をお聞かせいただき

まして，どうもありがとうございました。

事務総局各局課の皆様方が，書記官のため

に,あらゆる分野で多角的に,書記官制度，

書記官事務，書記官に対する処遇等を検討

していただいている状況をお伺いすること

ができ，改めて，その御努力に敬意を表す

る次第です。

冒頭にも述べましたように，今，書記官

,を取り巻く情勢は大きく変化しつつありま

す。現場の書記官の中には，法改正等で新
1 ‐

しく生まれてくる多くの書記官事務に戸惑

いを感じたり，これからの書記官像，書記

官事務の在り方はどうあるべきかといった

ことに悩んでいる人も多いと思います。日
し

本書協としても，我々自身の問題として，

今後もこの大きなテーマを模索していかな

ければならないと考えております。

総務局，人事局，情報政策課におかれま

●されるのは,0 】

●になっているような,入力された内
容に論理的な矛盾がある場合の一部に

限られていますので，個々の事件の内

容を事件票に反映するには，作成要領

に従って事件記録に基づいてデータを

入力すること，作成後の点検を心がけ

ていただくことが必要です。書記官の

方々には，統計の重要性を再確認いた

だき，正確な統計報告にご協力いただ

きますようお願いします。

当課においても，事件票チェックシ

ステムのチェシク条件の追加や業務系

システムの事件票作成画面に表示され

る初期値の見直しなどのシステム改修

を行うことで, より正確な統計報告が

実現できるよう,努力してまいります｡‘

１
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１
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千葉企画調査部長

以上，すべてのテーマについてお話を伺

うことができました。ありがとうございま

した｡

I
L

I

篠原事務局長

以上をもちまして，座談会を終了させて

いただきます。閉会に当たり，中村会長か

しても，今後とも書記官制度，書記官事務

の充実，発展，書記官の処遇の改善, IT

化の推進などのため，一層御尽力ください
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会報書記官;､:第20号

ますようお願い申し上げます。

なお， この座談会の記事は， 7月に発行

を予定しています「会報書記官」第20号に

掲載予定です。全国の会員にとって，大変

有益な情報提供になるものと思います。

終わりに,今後とも日本書協に対して御

支援いただきますようお願い申し上げま

して， この座談会終了のあいさつといたし

ます。

本日は，誠にありがとうございました。

、

I

可
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座談会

(別紙第1）

／

導入展開状況（平成20年園
～

稼働開始日 導入対象庁

平成20年7月7白(月) |前橋地方裁判所本庁,新潟地方裁判所本庁

7月22日（火） ｜千葉地方裁判所本庁，宇都宮地方裁判所本庁

9月16日（火） ｜札幌地方裁判所本庁，旭川地方裁判所本庁

9月29日（月） ｜長崎地方裁判所本庁，宮崎地方裁判所本庁
舎一

申

(． ｝

10月14日（火） ｜福岡地方裁判所本庁，熊本地方裁判所本庁

ー

10月27日（月) |大津地方裁判所本庁，金沢地方裁判所本庁

11月4日（火） ｜神戸地方裁判所本庁，津地方裁判所本庁，岐阜地方裁判所本庁

11月25日（火） ｜広島地方裁判所本庁,山口地方裁判所本庁,岡山地方裁判所本庁
／

12月155(月) |高松地方裁判所本庁,徳島地方裁判所本庁

平成21年 1月13日（火） ｜横浜地方裁判所本庁，京都地方裁判所本庁
、
’
一年

2月2日（月） ｜福島地方裁判所本庁，山形地方裁判所本庁

2月16日（月） ｜秋田地方裁判所本庁，青森地方裁判所本庁

ノ
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会報書記官子第20号

(別紙第2）

導入展開予定（平成21年度）
（

ノ

稼働開始（予定） 日 導入対象庁

平成21年 7月17日(金）

9月11日(金）

9月14日(月）

10月9日（金）

10月23日(金）

10月26日(月）

11月13日(金）

11月16日(月）

12月11日(金）

12月14日(月）

静岡地裁本庁

甲府地裁本庁，長野地裁本庁

水戸地裁本庁

仙台地裁本庁,盛岡地裁本庁

名古屋地裁本庁

福井地裁本庁，富山地裁本庁

奈良地裁本庁，和歌山地裁本庁

鳥取地裁本庁，松江地裁本庁

佐賀地裁本庁，大分地裁本庁

鹿児島地裁本庁，那覇地裁本庁

､

平成22年 1月15日(金)!函館地裁本庁，釧路地裁本庁

1月18日（月） 高知地裁本庁，松山地裁本庁

1月29日（金）東京地裁八王子(立川)支部'大阪地裁堺支部，同岸和田支部

2月5日（金）横浜地裁川崎支部，同横須賀支部， さいたま地裁越谷支部，千

葉地裁松戸支部，同一宮支部,同八日市場支部，宇都宮地裁大

田原支部，前橋地裁高崎支部,新潟地裁長岡支部，神戸地裁伊

丹支部，同尼崎支部，大津地裁彦根支部，津地裁四日市支部，

岐阜地裁多治見支部，広島地裁福山支部，山口地裁周南支部，

同下関支部，福岡地裁飯塚支部，同久留米支部，長崎地裁大村

支部，宮崎地裁都城支部，札幌地裁苫小牧支部，高松地裁丸亀

支部

2月15日（月）横浜地裁相模原支部，同小田原支部， さいたま地裁川越支部’

同熊谷支部，千葉地裁佐倉支部，同木更津支部，宇都宮地裁栃

木支部，同足利支部，前橋地裁太田支部，新潟地裁新発田支部，

神戸地裁明石支部，同姫路支部，津地裁伊勢支部，岐阜地裁大

垣支部,広島地裁呉支部,山口地裁宇部支部，同岩国支部,岡

山地裁倉敷支部，福岡地裁柳川支部,同大牟田支部，同小倉支

部，長崎地裁佐世保支部，札幌地裁小樽支部
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